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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年２月１６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年７月３日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市釜
かま

島東方沖 

倉敷市所在の久須見鼻灯標から真方位１０４°３,４５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２５.２′ 東経１３３°５１.４′） 

事故調査の経過  平成２３年７月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液化ガスばら積船 菱 英
りょうえい

丸、９９９トン 

   １３４９３６、熊澤海運株式会社 

   ７１.４５ｍ×１２.００ｍ×５.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,９１２kＷ、平成６年９月１７日 

Ｂ 漁船 孝栄
たかえい

丸、１９トン 

   ＫＡ２－１７２４（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.９０ｍ（Lr）×６.００ｍ×１.２０ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、８４２kＷ（漁船法馬力数）、平成１０年１１月３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４４歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成５年１２月３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１１月１８日 

    免状有効期間満了日 平成２５年１２月２日 

  航海士Ａ 男性 ６２歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成９年８月１１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年２月２６日 

    免状有効期間満了日 平成２４年８月１０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年１０月５日 

    免許証交付日 平成２２年１０月２８日 

           （平成２７年１１月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首に破口及び擦過傷 

Ｂ 右舷船首の錨巻揚げローラーが破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか８人が乗り組み、イソプレン約８００t を積載し、
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 時間調整のため、釜島東方沖において錨泊していたが、航海士Ａが、平成

２３年７月３日０４時ごろ、守錨当直に就いたものの、０５時１０分ごろ

朝食のために食堂に行き、レーダーを作動させたまま船橋を無人とした。 

 船長Ａは、自室で休息中、ふと窓の外を見たところ右舷船首方３０ｍ付

近に接近してくるＢ船を見たが、どうすることもできず、Ｂ船の右舷船首

部とＡ船の右舷船首部が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか甲板員１人が乗り組み、大槌島（北半分が岡山県、

南半分が香川県に属する。）南西方でこませ網漁を終え、倉敷市下津井漁港

の市場に魚を卸すため、レーダーを作動させて手動操舵により、針路を久

須美鼻灯標に向け、約５ノット（kn）の対地速力で北西進した。 

 船長Ｂは、漁場を発航したときから、甲板員と共に船首甲板上でかがん

で魚の選別作業を行いながら航行していたが、時々、立ち上がって前方の

見張りを行い、釜島東方に数隻の錨泊船がいることに気付き、約１,０００

ｍ前方に錨泊中のＡ船を視認したが、同じ針路でもＡ船の右舷側を通過で

きるものと思い、魚の選別作業を続けた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の機関音が変化したことに気付き、立ち上がって前方を

見て目前に迫ったＡ船に気付いたが、どうすることもできず、０５時４０

分ごろＢ船とＡ船とが衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし、視程 約４海里 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮流 約０.３knの東流 

 その他の事項  Ｂ船は、２軸であり、直進性は良かった。 

 航海当直基準で定める停泊中の当直基準によれば、停泊当直中には、液

化ガスをばら積運送している船舶の船長は、適切な当直を維持することと

なっている。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

不明 

 Ａ船は、釜島東方沖において錨泊中、守錨当直

の航海士Ａが、降橋して見張りを行っていなかっ

たことから、Ｂ船の接近に気付かず、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、釜島沖を西進中、船長Ｂが、船首甲板

上で魚の選別作業をしていたが、前方で錨泊中の

Ａ船に気付いた際、同じ針路で航行してもＡ船の

右舷側を通過できるものと思い込み、魚の選別作

業を続け、適切な見張りを行っていなかったこと

から、前路で錨泊中のＡ船に向けて航行している

ことに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、釜島東方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が西進中、守錨当

直の航海士Ａが、降橋して見張りを行っておらず、また、船長Ｂが、適切

な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  船長Ｂは、事故防止策として、航行中は魚の選別作業を行うことをやめ

て見張りを行うようにした。 



- 3 - 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・守錨当直中は、船橋を離れないこと。 

 




